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産業構造審議会保安・消費生活用製品安全分科会 

電力安全小委員会 電気保安制度 WG（第１１回） 

議事録 

 

日時  ２０２２年６月２９日（水）１０：００～１２：００ 

場所  Teams 会議 

議題 

１．電気事業法の改正の御報告  

２．小規模事業用電気工作物に係る保安規律の適正化について 

３．登録適合性確認機関に係る制度設計について 

４．洋上風力発電所の統括制度の検討について 
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○田上電力安全課長  それでは、定刻となりましたので、ただいまから「第11回電気保

安制度ワーキング」を開催いたします。 

 事務局をしております電力安全課長の田上です。よろしくお願いいたします。 

 今回のワーキンググループも、新型コロナウイルス感染防止の観点からＴｅａｍｓによ

る開催となりました。委員の皆様におかれましては、御多用の中、御出席いただきまして、

誠にありがとうございます。 

 委員の皆様の御出席の状況ですが、13名中12名の方に御出席をいただいております。定

足数を満たしております。また、７名のオブザーバーの方に御出席をいただいております。 

 ここからの議事進行につきましては、若尾座長にお願いをいたします。 

○若尾座長  早稲田大学の若尾でございます。今日もよろしくお願いいたします。 

 効率的に会議を進めさせていただきたいと思いますので、御協力をお願いいたします。 

 それでは、まず、事務局より資料の確認をお願いいたします。 

○田上電力安全課長  それでは、資料の確認をいたします。 

「議事次第」に続きまして、事務局の資料１から資料４を御用意しております。資料に

つきましては、Ｔｅａｍｓの画面上に投影をいたします。審議の途中で資料が見られない

場合や通信の不具合が生じた場合は、お手数ですが、Ｔｅａｍｓのコメント欄を活用いた

だきまして、お知らせください。 

○若尾座長  ありがとうございました。 

それでは、議事に入りたいと思います。説明者におかれましては、最初に一言名のって

いただくようにお願いいたします。 

 それでは、資料１に基づいて、議題１「電気事業法の改正の御報告」について、事務局

より御説明をお願いいたします。 

○田上電力安全課長  電力安全課長の田上です。 

 まず資料１「電気事業法の改正」ということで御報告をさせていただきます。 

 次のページをお願いします。先般の第208回通常国会におきまして、６月15日に「高圧

ガス保安法等の一部を改正する法律」が成立をいたしました。この法律は、高圧ガス保安

法、ガス事業法、電気事業法、情報処理の促進に関する法律の一括改正法案となっており

ます。 

この法律の改正によりまして、電気事業法では、３つの措置が講じられることとなりま

した。 
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１つが、左側（１）の「認定高度保安実施設置者に係る認定制度」として、「テクノロ

ジーを活用しつつ、自立的に高度な保安を確保できる事業者」を国が認定をすることによ

って、規制の特例を設けるものでございます。 

２点目が、「小規模事業用電気工作物に係る届出制度等」、これまで電気事業法の保安規

制の対象から外れておりました10キロワットから50キロワット未満の太陽光、20キロワッ

ト未満の風力を「小規模事業用電気工作物」に分類し、新たに位置づけをいたしまして、

技術基準の適合維持義務、基礎情報の届出などの義務を課すものでございます。 

３点目が、「登録適合性確認機関による事前確認制度」でございます。これまで、工事

計画の届出に際して、技術基準への適合を確認することを事業者にやっていただいて、国

で確認をしてまいりましたが、特に風力発電などは技術的なレベルが非常に高くなってき

ているということで、能力のある民間の機関の活用を図っていくというものでございます。 

次に２ページをお願いします。「改正法の施行期日」でございます。 

まず、認定高度保安実施設置者に係る認定制度の施行時期につきましては、法律の附則

で、公布は今年の６月22日になっていますが、「公布から１年６月を超えない範囲」とな

っています。認定制度につきましては、高圧ガス保安法やガス事業法などほかの法令でも

同じような制度が導入されますので、他法令との整合性も確保しながら、認定要件の整備

を進めてまいります。 

２点目、「小規模事業用電気工作物に係る届出制度と登録適合性確認機関による事前確

認制度」につきましては、法律の附則では、「公布から９月を超えない範囲」となってお

りますが、秋頃までに制度設計の具体化を終わらせまして、来年（令和５年）の３月中の

施行を目指してまいります。 

いずれの制度も、円滑に制度を実施していくために、早期の詳細制度設計と幅広い周知

をしてまいりたいと考えております。 

次のページは、法律の概要資料になります。 

次のページをお願いします。続きまして、今回、高圧ガス保安法の一部を改正する法律

案に対しまして、衆議院・参議院で法案を御審議いただいた際に、採決に当たりまして、

附帯決議をいただいています。 

まず４ページから御紹介いたしますと、今回、１つ目が、改正事項の運用に当たっては、

公衆及び保安作業者に対する安全の確保を大前提として、産業保安水準のさらなる高度化

と持続的な向上を図るため、必要な措置について不断に検討を行うこと。 
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２点目としては、電気事業を初め「認定高度保安実施事業者」の認定や、安全管理検査

の特例等の運用に際しては、中小事業者であっても、電気の安定供給に必要な保安の実施、

大規模災害等に対する迅速な設備復旧と安全確保を可能とするための人材・技術基盤を確

立することができるように、保安分野におけるテクノロジーの活用方法、自律的な検査の

実施方法の周知の徹底や、技術開発への支援といったことをしっかりやるように。 

３点目が、スマート保安の実施に当たっては、テクノロジーの活用と、人が担うべき保

安とを相互に連携・融合させ、専門人材の活用や技術伝達の促進、若者にとって魅力ある

職場環境の形成に向けた支援といった保安人材の持続的な育成・確保に万全を期すように

と。 

４点目は、高圧ガスに関するところなので、ここは省略しています。 

５点目が、「小出力発電設備に関して」でございます。二〇五〇年カーボンニュートラ

ルの実現に向けて、小出力発電設備の導入が必要以上に抑制されることがないよう、再エ

ネの導入と規制の実施とのバランスのとれた運用のあり方について、引き続き検討を行う

こと。 

また、基礎情報等の届出手続については、設置者の方の御負担を軽減するため、事務処

理の効率化を図るため、可能な限りデジタル技術の活用に努めること。 

「さらに」ということで、保安の適正化が図られているかについて立入検査を通じて十

分に監視をし、是正・改善に努める。また、いわゆる「分割案件」のような規制逃れの抑

止や、安全規制や立地規制といった法令遵守の徹底に努めるようにということ。最後に、

十分に周知徹底、情報提供を行うようにといった附帯決議をいただいています。 

参議院でも、趣旨としては同じようなものをいただいています。一点だけ、最後、参議

院の附帯決議、法律の審査にちょっと時間がかかってしまったのですが、法律の審査にお

いて、改正事項の検討の基礎となる認定事業所の法令違反件数に関する政府資料に度重な

る誤りがあったということで、経産省はこのことを重く受け止め、再発の防止に万全を期

すようにといった附帯決議が、参議院で追加をされています。 

我々経産省としても、こうした附帯決議や国会での御審議の結果を踏まえまして、今後

の制度設計や再発防止に努めてまいりたいと考えております。 

資料１の説明につきましては、以上でございます。 

○若尾座長  どうもありがとうございました。 

 それでは続きまして、資料２に基づいて、議題２「小規模事業用電気工作物に係る保安



- 5 - 

 

規律の適正化」について、事務局より御説明をお願いいたします。 

○田上電力安全課長  続きまして、資料２「小規模事業用電気工作物に係る保安規律の

適正化」につきまして説明をいたします。資料２を御覧ください。 

 ２ページ目です。「小規模な再エネ発電設備に係る保安規律の適正化」ということで、

改めて、この政策の背景について申し上げますと、ＦＩＴは、入ってから再エネ発電設備

の導入件数が急激に増えまして、設置形態も多様化しております。それに伴って、特に小

規模な再エネ発電設備に係る公衆災害のリスクが懸念されているところでございます。 

昨年度（令和３年度）から、小規模な再エネ発電設備についての事故報告をいただくよ

うに制度を見直したところですが、令和３年度で、太陽光194件、風力７件、合計201件の

事故の報告が寄せられています。 

こうした状況を踏まえて、再エネ発電設備の適切な保安を確保するために、太陽電池発

電設備（10キロワット以上50キロワット未満）、風力発電設備（20キロワット未満）を

「小規模事業用電気工作物」として、新たに類型化をいたしまして、「技術基準適合維持

義務」、「基礎情報の届出義務」、「使用前自己確認」と、３つの義務を新たに課すこととし

たいと考えております。 

３ページを御覧いただければと思いますが、今まで50キロワット未満のところが一般用

電気工作物に位置づけをされておったものを、太陽光については、10～50キロワット未満

のところを「小規模事業用電気工作物」という新たな類型を設けるものになります。20キ

ロワット未満の風力については、これも以前は一般用電気工作物として位置づけがされて

いましたが、小規模事業用電気工作物として新たに位置づけを変更したいと考えておりま

す。 

続いて４ページ、これは、今回の改正法に基づく小規模事業用電気工作物の関係する条

文でございます。 

続きまして、５ページでございます。先ほど法案の審議の採決の際に附帯決議をいただ

いたということを御紹介いたしました。小規模事業用電気工作物につきましても、設置者

の方の負担を軽減するようにといった附帯決議をいただいています。そうした附帯決議な

ども踏まえまして、届出につきましては、オンラインで完結できるようにシステムを整備

してまいりたいと考えています。こちら、令和４年度の予算を活用いたしまして、小規模

事業用電気工作物の基礎情報・使用前自己確認の届出をオンラインで完結するためのシス

テムを構築してまいります。 
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また、申請者の方の利便性の向上を図るため、可能な限りＦＩＴの認定情報と連携をい

たしまして、ワンスオンリーの実現に努めるとともに、どうしても操作に不安を覚えられ

る方もいらっしゃるかと思いますので、ヘルプデスクを用意する方向で検討をしておりま

す。 

次の６ページは、今回、オンラインで完結するためのシステム整備を裏付ける予算の概

要、ＰＲ資料になります。 

７ページから、「小規模事業用電気工作物の対象範囲」でございます。 

８ページをお願いいたしますが、「太陽電池発電設備に係る小規模事業用電気工作物の

範囲」ということで、太陽電池については、10キロワット以上50キロワット未満を小規模

事業用電気工作物として位置づけをいたしまして、技術基準の適合維持義務や基礎情報の

届出の義務を課すこととしております。 

10キロワット未満の太陽光をどうするのかといったところでございますが、こちらは、

一般住宅の屋根の上にあることが想定されます。こうした設備をお持ちの一般住宅居住者

の方にこうした義務を課すことは、過度な御負担につながるということに加えまして、住

団連さんでチェックリストを作っておられまして、一定の安全性が確保されていることを

踏まえて、小規模事業用電気工作物の対象から除外をしたいと考えております。 

８ページの右側、住団連さんの作っているチェックリストの概要になります。点検の時

期については、住宅の定期点検に併せて行っていらっしゃるということで、こうした点検

で、ある程度しっかりやられているのではないかと考えています。 

続いて、９ページをお願いします。「風力発電設備に係る小規模事業用電気工作物の範

囲」でございます。 

風力については、20キロワット未満を小規模事業用の電気工作物として位置づけをした

いと考えています。ただし、「電圧が30ボルト未満の設備であって、電気的に系統と接続

されていないもの」については、安全性は、保安上の支障は低いということで、電気工作

物から既に除外されていますが、その扱いは、引き続き維持をしようと考えています。 

続きまして、10ページ、「発電設備の分割対策」、こちらも高圧ガス保安法の改正法案の

審議でも質疑がございました。「分割対策、しっかりやれ」ということでございました。 

それで、この分割対策、発電設備を意図的に分割することによって保安規制を回避して

いるといった疑義のある案件が急増していることを踏まえまして、ＦＩＴの認定に当たっ

て分割審査を随時強化してきたところですが、４月に事業規制のほうで施行規則を改正い
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たしまして、社会的コストの観点から、特段の理由がないにもかかわらず意図的に柵や塀

によって分割して別々に系統と接続することを認めないこととしております。 

また、これまでの一般用電気工作物の定義では、同一の構内に設置され、電気的に接続

される設備の出力の合計による上限値も設けられているところでございます。いずれにし

ても、こうした分割が行われないように要件を厳格化・明確化してまいりたいと思います。 

11ページ、これは、小規模事業用電気工作物の定義に関する条文でございます。 

続いて、13ページ以降、「基礎情報の届出の詳細設計」でございます。「基礎情報の届出

内容」について、どういったものをこれからとっていくのか、出していただくのかといっ

たところでございます。 

基礎情報の内容は、設備や、その設置者に関する情報が過不足なく含まれていること。

２点目として、電気工作物に係る保安体制が確保できるといった条件を満たすことが必要

でございますので、具体的には、左側の「基礎情報届出の届出事項」で、大きく２つ、設

備や設置者に関する基本的な情報、設置者については、事業者名とか代表者名、事業者の

住所、連絡先、設備につきましては、電気工作物の種類や出力規模、電気工作物の所在地、

また、保安体制に関する情報としては、保安管理の御担当者の名前や点検の頻度を、届出

をお願いしたいと考えています。 

ここで、点検頻度につきましては、次のページにありますが、太陽光発電協会さんや小

形風力発電協会さんで、業界団体で推奨される点検頻度がございます。そうした点検頻度

に基づいて点検される場合は、チェックだけをしていただく形にしていきたいと思います。

1４ページが、太陽光発電協会さんや小形風力発電協会さんの点検頻度が書かれているガ

イドライン（手引書）になります。 

15ページ、「基礎情報届出の関連条文」でございます。 

続いて、17ページから、「既設の設備に係る基礎情報の届出」になります。 

現在は、既設の太陽光について、これは現在60万件ございます。この既設の設備につい

ても、今回の法改正によりまして、小規模事業用電気工作物に位置づけられることになり

ます。技術基準の適合維持義務に加えまして、改正法の附則で、基礎情報の届出義務も課

されることになります。ただし、使用前の自己確認は対象外となります。 

技術基準の適合維持義務につきましては、法律の遡及適用を外すということで、適合す

るべき技術基準については、原則として、その再エネ発電設備が設置された時点のものに

維持義務を果たしていただくことを考えています。 
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一方で、ＦＩＴの認定を取得されている小規模事業用電気工作物については、エネ庁で

情報を取得・保有しておりますので、この基礎情報の届出内容と重複するところが多分に

ございます。 

したがいまして、ＦＩＴで認定を受けていらっしゃる既存の設備については、事業者の

方の手続負担を軽減するために、基礎情報の届出については求めないこととしたいと考え

ています。万が一事故が発生した場合については、必要最低限におきまして、エネ庁から

情報を入手したいと考えています。 

ただし、ここの３番目の●にありますように、ＦＩＴ認定を受けていない既設の設備に

ついては、施行から６か月以内に届出を出していただく必要がございます。 

また、既存の設備については、ＦＩＴの認定の有無にかかわらず、基礎情報の項目に変

更があった場合、小規模事業用電気工作物に該当しなくなった場合には、廃止を含めまし

て届出を出していただくこととしたいと考えています。 

18ページは、「既設の小規模事業用電気工作物の関連条文」、附則のところになります。

附則四条のところで、六月を経過するときまでに届出をすることが規定されています。 

続きまして、20ページ、「太陽電池発電設備における使用前自己確認制度の拡充」でご

ざいます。 

今回、電事法の改正で、使用前の自己確認の対象として小規模事業用電気工作物が追加

をされることになります。また、従来対象外でありました50キロワット以上500キロワッ

ト未満の太陽電池発電設備についても、使用前の自己確認を求めることにしたいと考えて

います。 

また、昨今の太陽電池発電設備の事故状況を踏まえると、設備の電気的なリスクだけで

はなくて構造的なリスクについても把握するというのが、今回の法改正の大きな趣旨でご

ざいますので、使用前自己確認制度においても、支持物の確認項目を拡充したいと考えて

います。 

この一覧表の中で見ますと、まず50～500のところは拡充をして、500～2,000のところ

については、今までは電気設備のほうだけ確認をしていたのですが、今後は、「支持物」

のところも確認をしていただくようにしたいと思います。 

続いて、21ページ、「使用前自己確認制度における既設の設備と変更工事の取扱い」で

ございます。 

冒頭に申し上げましたが、既設設備については、原則として既に技術基準に基づいて施



- 9 - 

 

工され、使用を開始していることと、あと必要書類を改めて整理をするといった事業者さ

んの御負担もあることから、使用前の自己確認を改めて求めることはしない方向でござい

ます。 

ただし、新設・既設を問わず、設備に一定の変更の工事を行った場合は、特にパネルの

増設による構造面での変更につきましては、実態上、新設に近い側面があるものとして、

新設設備についての使用前自己確認の対象とも整合性を図りながら、使用前の自己確認を

求めることとしたいと考えています。 

具体的には、絵で御紹介しておりますが、既設がありまして、新設、10キロワット以上

の変更（増設）については、使用前自己確認の届出対象としてはどうかと。 

その下、既設設備で支持物の取り替えを含む取り替えについては、構造的なリスクを踏

まえまして、10キロワット以上の変更についても届出対象としたい。 

また、支持物はそのままですが、パネルだけ取り替える場合、例えばカラスが石を落と

してパネルが使えなくなってしまったような場合に変更するときについては、これは電気

的なリスクが中心となりますので、下限10キロワットで出力５％以上の変更を届出対象に

してはどうかと考えております。 

続けて22ページ、こうした考え方を踏まえまして、現行の使用前自己確認制度の変更届

出の要件に加えまして、同じような考え方を踏襲していってはどうかと考えています。 

２点、構造的なリスクを伴う場合は、新設と同様の出力下限（10キロワット以上）の変

更があった場合と、電気的なリスクに限定される場合は、全体の出力に５％以上の変更が

あった場合は、変更届出を出していただく形にしたいと思います。 

続いて23ページ、「確認項目の見直し」でございます。 

使用前の自己確認における具体的な確認項目や方法につきましては、「使用前自主検査

及び使用前自己確認の方法の解釈」で明記されています。 

これは、主に電気的なリスクに関係するものとなっておりまして、先ほど申し上げまし

たように、今後は構造的なリスクについても確認をしてまいりたいと考えておりますので、

構造・基礎に係る項目を追加して、そのエビデンスを添付書類として求めていきたいと考

えています。 

他方で、小規模事業用電気工作物については、電気的なリスクが比較的低いということ

で、例えば第三者認証機関による認証を受けている項目など、電気的な確認項目の合理化

や確認方法について簡略化していきたいと考えています。 
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続いて24ページ、「使用前自己確認業務の外部への委託」でございます。 

小規模事業用電気工作物に対して、使用前自己確認が適用されるということで、こうし

た確認作業自体は、どうしても専門の事業者さん（施工業者さんやＯ＆Ｍ事業者さん）が

実施（委託）されることもございますので、これは制度上、しっかり認めていきたいと考

えております。また、作業を行った方の情報も、併せて収集をしてまいりたいと考えてい

ます。 

今、「使用前自己確認、委託できるようにします、制度上、認めます。」と申し上げまし

たが、25ページの関連条文のところを載せて規定がされています。 

続いて、「制度周知・講習会の開催」でございます。 

この小規模事業用電気工作物の設置者の方、数が非常に多いということ、また中小企業

や個人事業主の方が多く含まれているということでございますので、制度を円滑に始めら

れるように、十分丁寧に周知をしてまいりたいと考えています。 

具体的には、チラシやポスターといった紙媒体や特設サイトによる周知を想定していま

すが、より効果的な方法があれば、追加の周知策を検討してまいりたいと思います。委員

の先生方から、こうしたほうがいいよといった御提案があれば、積極的に御意見をいただ

ければと思います。 

また、一元的な問い合わせ窓口（コールセンター）も設置をいたしまして、万全な体制

を確保してまいりたいと思います。 

続いて28ページ、「講習会の開催」でございます。 

使用前自己確認のところで、構造的なリスクに関する確認項目が追加をされます。そう

したことから、点検の内容やポイントを伝える講習会を用意いたしまして、その内容を、

幅広く周知をしてまいりたいと思います。全国主要都市で30か所以上を考えています。 

また、講習を受講された方につきましては、受講者自らが希望されない場合を除きまし

て、経産省のホームページで原則として公表してまいりたいと思います。 

最後29ページ、「規制見直しに関するスケジュール」でございます。 

資料１で、この法律の施行時期が３月――法律というか、小規模事業用電気工作物の施

行が来年の３月ということを申し上げました。その前に、オンラインのデータベースを１

月頃にリリースをいたします。また、使用前の自己確認、秋頃にマニュアルを公表いたし

まして、秋以降、使用前自己確認の方法に関する研修会を開催してまいりたいと思います。

また、制度に関する周知活動も、秋から制度が始まります３月にかけて、しっかりやって
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まいりたいと思います。 

30ページ、これは、「小規模事業用電気工作物に関連する国会での附帯決議」になりま

す。これは、再掲になりますので、説明は省略したいと思います。 

まず、資料２の説明は以上になります。 

○若尾座長  どうもありがとうございました。 

 それでは、ただいまの事務局の御説明に対して御質問、御意見等がございましたら、よ

ろしくお願いいたします。 

 大変申し訳ないのですが、今、私のブラウザーでチャット機能がうまく機能していない

ようでして、御発言を希望される場合は、挙手機能で手を挙げていただければと思います。

よろしくお願いいたします。 

 それでは、飯岡委員、お願いいたします。 

○飯岡委員  飯岡です。どうもありがとうございます。 

資料１のほうで、まず一点、これはコメントですけれども、テクノロジーの活用には安

全確保が大前提だというところがあったと思いますけれども、私もそのとおりだと思って

いまして、「テクノロジーの活用と人が担うべき保安の相互連携」というところで、人が

判断しなければいけないところは必ずあると思いますので、そういうことができる人を、

やはりうまく育てていかなければいけないかなと、私も思いました。 

資料２のほうで、風力のところがあったと思いますが、10（９）？スライドで、風力発

電設備の小形（小型）のものについて説明があったと思いますけれども、私、そういうも

のがあるかどうかは把握していないのですが、30ボルト未満の設備であっても、設置され

る場所によっては、例えば高いところに設置されていて突風か何かでブレードが飛んでい

くと危ないとか、その辺のことがもしかしたらあるかもしれないと思って聞いていました。 

もし、そういうものがあるとしたら、そういうものに対するに安全をどうやって考える

かというのは、何か考える余地があってもいいのかなと思って聞いていました。 

これはコメントです。 

最後、これは確認ですけれども、太陽光の構造的リスクというところが、たしかどこか

にあったと思いますけれども、スライドの23のところですか、近年いろいろな災害があっ

て、太陽光が危ないことになるというのは、おっしゃられたとおりだと思っていて、リス

クの高い場所については、構造的なものとして考えましょうということをおっしゃってお

られたと思います。 
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一つ確認ですけれども、例えば崖とか、明らかに設置場所が危ないようなところはいろ

いろ想定できると思いますが、平らなところで、土地としては余り危険そうには見えなく

ても、突風とか竜巻とか、近年いろいろな異常気象が考えられるので、普通のところ、こ

れはどういうのが普通なのか、ちょっとアレかもしれないですが、普通の場所でもパネル

が飛んでいってとか、あと架台が壊れてしまってとかというのは、いろいろ想定できるか

なと思ったのですが、そういうところについては、その追加の確認項目の①とか②のとこ

ろで、「支持物の架構」とか「基礎及びアンカーなどを確認しましょう」というところで、

十分問題なくいろいろ考えることができますよとお考えでしょうかということだけ確認さ

せてください。 

私からは以上です。 

○若尾座長  ありがとうございました。 

 それでは、最後の確認事項に関して、事務局より御回答をお願いいたします。 

○田上電力安全課長  電力安全課の田上です。飯岡先生、コメント、御質問ありがとう

ございます。 

 今回、平地の場合の取扱いですが、平地の場合も、昨年、ＮＥＤＯさんがガイドライン

を取りまとめ、作っていただきまして、これを私どもも技術基準の解釈などで引用してお

ります。そうした中では、ここの支持物とか基礎、アンカーのところをしっかり確認すれ

ばいいということになっておりますので、この２つの項目で確認すれば平地のところもし

っかり対応できると認識しております。 

○若尾座長  ありがとうございました。 

 飯岡委員、よろしいでしょうか。 

○飯岡委員  よく分かりました。ありがとうございます。 

○若尾座長  ありがとうございます。 

 続きまして、大関委員、お願いいたします。 

○大関委員  産総研の大関です。御説明ありがとうございました。資料２について幾つ

かコメントと質問をしたいと思います。 

 １つ目が、住宅用の基礎情報の除外の御提案ですけれども、８ページですが、基本的に

同意したいと思います。他方で、明確に業界側で対応をするというような宣言であるとも

理解していますので、そういった対応をしなければいけないのかなと思います。 

特に、このカテゴリーは、事故報告もないので、実態把握は、ある意味難しい面である
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と思っています。消費者庁での事故報告は、一応一定程度ありますけれども、モジュール

とかパワコン、接続箱などの機器に対しての、いわゆる火災の関係しか上がってこないと

思います。 

 構造関係の事故については、業界側、消費者庁側での対応が何かできればと思いますが、

いずれにしろ、何かしらの方法で実態を把握できるような体制を整えておくことは必要だ

と考えています。当面は、業界側でしっかりと見ていただく必要があって、自主的に実態

把握とか、何かあれば自浄効果が出るようにする必要があると思いますので、しっかりと

お願いできればと思います。 

業界と言っても、住宅は幅広いと思いますので、行政側も住団連以外の業界団体ともし

っかり連携し、情報共有や各種広報、必要に応じてリーチできるような方法も並行して検

討しておいてほしいと思います。 

 10ページ目ですけれども、分割については、基本的に同意で、しっかりと厳格化・明確

化していただきたいと思います。 

新規については、まず対象になると思いますが、今後事業者が変更になるとか集約して

いく、そういったところをどう考えるかというのは、併せて整理しておいていただければ

と思います。 

 21ページ目以降の「使用前自己確認」ついては、基本的には御提案の方法に賛成したい

と思います。 

 他方で、容量の制限というところで、ＦＩＴ法の価格変更の要件と似ていると思ってい

まして、ＦＩＴ法は国民負担の関係で制約を厳しくしているのは、しょうがないと認識し

ていますが、FIT法での部分的な交換などで、認定変更が発生する要件としては、事業者

側としては対応が煩雑になっているという声も理解しています。今回は、新規利用のとき

の発生要件としては、10％、ある程度余裕を持って見ていただいているので、基本的に大

丈夫なのかとは、私は思っていますが、運用開始後、どのようなことが発生するかは注視

していただきたいと思います。 

 あと、併せて運用のところですけれども、部分的なパワコンの変更とか、例えば10キロ

ワット、５％に至らないものをちょっとずつ変更する場合にどうするかとか、細かいユー

スケースについては想定しておいていただければと思います。 

 あと、既設に関して、事故が発生したときに、事故報告規則の中でしっかり再発防止が

対応できているのであればいいと思いますけれども、もし不足しているのであれば、場合
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によっては、こういった使用前自己確認を、構造だけでもいいかもしれませんが、改めて

見るというところは、場合によってはあってもいいのかなと思いますので、少し御検討い

ただいてもいいのかなと思います。 

 使用前自己確認関係で、質問ですが、今、２メガ未満のところですけれども、２メガ以

上の工事計画届とか使用前自主検査に関する変更の要件が、これとの整合性はどうなって

いるのかというのは、少し教えていただければと思います。 

 また、ここの変更に至らない部分的な変更については、行政側で基本的な情報として収

集する方法があるのかというのも教えていただければと思います。行政が把握できない場

合に、一般送配電事業者がどの程度まで変更を把握しているのかというのも、もし分かれ

ばお願いできればと思います。例えばモジュールの部分的な変更みたいなことがあった場

合を想定しています。 

 あとは、広報の27ページ目ですけれども、使用前自己確認に関して、しっかりとやって

いくということで、広報と研修というのは非常にいい取組だと思っています。 

 その中で、少しお願いをしたいのは、使用前自己確認をやるに当たって、やはり設計の

段階から、どのぐらいまで関与していくかというのは、結構重要なポイントだと思ってい

まして、使用前自己確認を行う者が確認するときは、設備は既に出来上がった段階になる

と思いますので、その段階でどこまで指摘できるのかというのは、やや難しい面も、場合

によってはあるのかなと思っています。 

 ですので、こういった周知の段階で、発電事業者には、使用前自己確認を行う者に対し

ても設計の段階から関与する必要とか重要性があるんですよということは、しっかりと周

知していただければと思います。 

 ちょっと長くなりましたが、あと、全体を通じて設備台帳、いわゆる設備に何が入って

いるかというのは、５ページ目にありましたように、徐々にＦＩＴ法から電事法に移管し

てそろえていく必要があるのだろうとは認識をしています。 

 発電設備の情報と事業者関係の体制の情報というのが、それに当たると思いますが、現

状は、主任技術者とか保安規程をまずとっていきながら、今回、使用前自己確認や基礎情

報でそろえていくものと思っています。 

 目的としては、事前のチェック、あとは、事後のコンタクト先、あとは、横展開に必要

な情報と３つあるのかなと思っていまして、１、２は、ある程度そろいつつあるのかなと

思っています。他方で、３の横展開に必要な情報というのが、場合によっては不足してい
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るかもしれないと思っていまして、例えば架台の種類とかパワコンの種類とかが、それに

当たると思います。 

 パワコンとかは、事業用になると、なかなかリコールのようなものはとりづらいと思い

ますので、場合によって、しっかり横展開できるようなことが必要だと思いますし、今、

架台の種類は型式がないのでなかなか難しいと思いますが、場合によっては、そういう似

たようなものを是正していく仕組みも必要だと思っています。 

 その観点で、どのような情報が本当に必要なのかというのは、13ページ目の小規模事業

用の基礎情報を含めて、詳細をしっかり検討いただければと思います。 

 最後は、事業者にリーチできれば、情報の周知とか横展開ができるのかなと思いますの

で、それで不足していないか、一度検討はしてほしいと思います。 

 あと、今回のように、前回の規制について入れていくときに、コスト効率的な導入と安

全性の確保の両立が非常に重要だと思っていますので、ＤＸ化の話であるとか、優良事業

者の競争力の強化に向けて、将来的な規制緩和、運用の緩和みたいなところも並行して考

えなければいけないと思いますので、ずっとこのままでいいかどうかというのは、今回決

めたからそのままというわけではなくて、定期的にフォローアップする仕組みも考えてほ

しいと思います。あまり複雑になり過ぎてもよくないとは思いますが、容量だけではなく

て場所とか実施する事業者の観点も含めて、ある程度きめ細かい運用の方法で、よい事業

者が増えるような仕組みを作れるようなところを意識して、行政と事業者側の双方の効率

化を意識して仕組みを作っていただければと思います。 

 既設の交換の話とか、そういうのもあると思いますが、今後、今の運用はそのままでい

いけれども、それをフォローアップして、電気的リスクがどう上がったのかとか、構造的

なリスクがどう上がったのかみたいなところは、エビデンスベースもとれるようなところ

も意識した体制とか情報収集をしていただきたいと思います。 

 最後に、保安監督部間で、しっかり使用前自己確認の確認、行政側の対応についてもば

らつきがないように、相互の優良な方法の横展開というのも保安監督部間でもやっていた

だきながら、しっかりと調整・対応していただければと思います。 

 長くなりましたが、以上です。 

○若尾座長  どうもありがとうございました。 

 １点御質問がございましたので、その点に関して、事務局より御回答をお願いいたしま

す。 



- 16 - 

 

○角銅課長補佐  経済産業省の電力安全課の角銅でございます。御質問ありがとうござ

いました。 

 ２メガ以上の現状の取扱いについて御質問をいただいておりましたけれども、こちらに

つきましては、２メガ以上の、現在工事計画届出の対象になっている設備につきましては、

２メガ以上の取替えもしくはその設置あるいはそれらの改造のようなものがあった場合に

は、改めて工事計画届出を提出いただくことになってございます。 

それ未満の場合には、改めての工事計画届出は不要とされているところでございますけ

れども、今回の改正に即しまして、大きな設備の扱いにつきまして、運用ですとか、もし

くはその解釈のところでうまく接続できるように整理していきたいと思いますので、どう

ぞよろしくお願いいたします。 

以上でございます。 

○若尾座長  ありがとうございました。 

大関委員、よろしいでしょうか。 

○大関委員  ありがとうございます。 

○若尾座長  ありがとうございます。 

それでは、続きまして西川委員、お願いいたします。 

○西川委員  日本大学の西川でございます。御説明ありがとうございます。 

何点か質問とコメントとありますけれども、資料２の８ページ目で、小規模事業用のも

のが国会で承認されて、今頃こんなことを言うのは気が引けるのですが、「10キロワット

未満の太陽電池発電設備については、一般住宅の屋根上の設備であることが想定され

る。」というのは、おおむねそうだと思いますけれども、10キロワットとか９キロワット、

８キロワットというのは結構大きくて、一般住宅の屋根に載らないもの、必ずしも載って

いないものも、ある程度の割合であるのではないかという気はしております、正直に言っ

て。 

実際の数字はどのぐらいなのかは分からないのですが、そうしたときに、今ここで、下

から２行目の「住宅生産団体連合会の「住宅用太陽光発電システム チェックリスト」等

によって一定の安全性が担保されていると考えられる」ということですけれども、「等」

と書いてあるので、どこまで含むのか、よく分からないのですが、このチェックリストな

どは、やはりあくまでも一般住宅の屋根に載っかっている形態のものを対象としていると

いうことで、もし、屋根の上に載っかっていないもの、どちらかというと野立てに近い状
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態のもの、野立てのものですかね、そういったものがあったときには、チェックリスト等

の「等」の中に含まれるのかもしれませんけれども、どういったものでフォローするのか、

担保するのかというのを、ある程度想定をされていれば、そこを教えていただきたいと思

います。 

あと、２番目――２番目というか、20ページ目の自己確認、最初の●の最後のところで、

「50キロワット以上500キロワット未満の太陽電池発電設備の新設についても、使用前自

己確認を求めることとしてはどうか」と書かれていますけれども、これは、当然やるべき

かなと。今回の小規模事業でやるのであれば、当然それよりも大きな規模のものもやって

しかるべきだと思います。 

それと同等のことは、その後の21ページ目ですね。ここでも、２つ目の●の３行目のと

ころに、「使用前自己確認を求めることとしてはどうか」というのも、私は、これもやは

り求めるべきではないかと思います。 

ちょっと話題がずれてしまうのかもしれませんけれども、基本的に、災害と言いますか、

故障と言いますか、そういったものが起こっている多くの原因は、要は設備そのものに問

題があるのが多いのではないかと。もちろん全てのものが、不具合とか事故について原因

がはっきりしているわけではないのでしょうけれども、計画段階とか、あるいは設計がま

ずいとか、あるいは施工がまずいとか、要は設備が出来上がる前の段階のところに原因が

あるものが多いのではないかと思っております、 

そういった、出来上がった段階から既に問題があるものについて、一生懸命保守点検を

やっても、それを正常に維持するのは、なかなか難しいですから、そういった意味では、

やはり出来上がって運用を開始する前の段階のところで、その時点で、そこの部分を厳し

くしっかり確認するのは非常に重要なことだと思っております。 

以上です。 

○若尾座長  どうもありがとうございました。 

 それでは、１点御質問がございましたので、事務局より御回答をお願いいたします。 

○田上電力安全課長  西川先生、コメント、御質問をいただきましてありがとうござい

ます。 

 10キロワット未満のところにつきましては、まず、ＪＰＥＡさんでも点検に関するガイ

ドラインがあると認識しております。また、それ以外、実際に9.8とかで、平地で造られ

て分割みたいなところがありますので、そうした分割の案件については、資料にあります
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ように、事業規制ともしっかり連携しながら運用してまいりたいと思います。 

 以上です。 

○若尾座長  西川委員、よろしいでしょうか。 

○西川委員  どうもありがとうございました。 

○若尾座長  ありがとうございました。 

 それでは、続きまして、柿本委員、お願いいたします。 

     （接続：不備） 

 柿本委員の音声が入っていないようですので、一旦スキップさせていただいて、また後

ほど御指名させていただきたいと思います。 

 それでは、続きまして岡崎オブザーバー、お願いいたします。 

○岡崎オブザーバー  電力総連の岡崎です。私は、資料１、資料２それぞれについて１

点ずつ申し上げたいと思います。 

 １点目の資料１「電気事業法の改正（御報告）」についてであります。 

 今回、電事法の改正を含めた高圧ガス保安法等の改正、成立に向けた事務局の皆さんの

御尽力に敬意を表したいと思います。 

 先ほども事務局から御紹介がありましたが、法案の審議過程におきましては、新しい保

安規制の運用に当たって、公衆の安全、あるいは私ども従事者の作業安全の確保を大前提

とすることも含めまして、今般、電力の安全、あるいは電気の保安を巡る多くの論点につ

いて、大変重要な附帯決議や政府の御答弁もあったと承知をしております。 

 例えば本日のワーキングでは議題には挙がってございませんが、今後の重要な課題と認

識しております認定高度保安実施設置者制度につきましても、国会審議の過程におきまし

て、スマート保安の推進に際したテクノロジーと人の力との相互の連携・融合、そのため

の技術伝承等を通じた保安人材の持続的な確保・育成、また、認定高度保安実施設置者へ

の特例措置、いわゆる検査周期の柔軟化に際しましては、保守メンテナンス事業者と一体

となった人材の育成やコミュニケーションを通じた連携・協力の重要性といった政府答弁

もございました。大変重要な国会審議過程であったと認識しております。 

 今後、新しい認定制度を含めまして、具体的な制度設計におきましては、このような国

会での審議経過を踏まえていただくとともに、現場の実情にも、引き続き御配慮いただき

ながら、丁寧かつ着実な制度検討をお願いしておきたいと思っております。 

 次に２点目でございますが、資料２「小規模事業用電気工作物の保安規律の適正化」に
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ついて申し上げます。 

 これまでも、このワーキングにおきまして、小規模事業用電気工作物、いわゆる小出力

の太陽光発電等設備の事業規律の確保の現状につきましては、私ども現場で働く者の立場

として、より迅速な対応が求められる課題ではないかと、このように申し上げてまいりま

した。 

 その意味で、今般の制度改正によりまして、現状の是正や改善につながることを強く期

待しております。 

 つきましては、ぜひとも今般の改正事項の趣旨・内容につきまして、附帯決議にもその

趣旨が明記されておりますが、行政の責任におきまして、新制度の施行までに再エネ発電

事業者等に対して十分な周知徹底を図っていただくこと、また再エネ発電設備の現場にお

きまして、今般の制度改正によって保安の適正化が真に図られたと実感できるような既設

案件への対応、あるいは分割案件に代表されるような規制逃れをしっかりと抑制していた

だくことも含めて、規制の執行強化に万全を期していただくようお願いをしておきたいと

思います。 

 以上であります。ありがとうございました。 

○若尾座長  どうもありがとうございました。 

 それでは、柿本委員、マイクはオンになりますでしょうか。 

     （接続：不備） 

 声が聞こえていないようですが、また一旦スキップさせていただいて、後ほど御指名を

させていただければと思います。 

 それでは、菅オブザーバー、お願いいたします。 

○菅オブザーバー  ありがとうございます。電事連の菅でございます。私からは、資料

１に関してコメントをさせていただきたいと思います。 

 まず初めに、事務局の皆様におかれましては、電事法の改正に多大な御尽力をいただい

たことに対しまして、この場をかりて厚く御礼を申し上げます。 

 我々、電気事業者としましては、今回の改正の中での認定高度保安実施設置者に係る改

正につきましては、高経年化設備の増加、それから少子高齢化に伴う保安人材の不足など

の保安業務に関する課題の一つの解決策につながるものであると認識しております。この

ため、本制度を積極的に活用するとともに、保安業務のさらなる高度化、効率化を図って

いきたいと考えております。 
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 その上で、幾つかお願いがございます。 

 まず最初に、改正法の施行に当たりまして、２ページに、「円滑な制度実施のため、早

期の詳細設計と幅広い周知を実施。」という記載がございます。認定高度保安実施措置の

活用に向けまして、私ども事業者は、今後計画的に準備を進めたいと考えてございますの

で、早期に具体的な要件の策定を行っていただけるようにお願いいたします。 

 また、これまで何度もコメントをさせていただいておりますけれども、認定要件につき

ましては、真に必要なものに限定していただくとともに、既存の資料提出で審査可能なも

のにつきましては様式を定めないなど、申請業務の簡素化にも御配慮いただきたいと思っ

てございます。 

 最後になりますけれども、今回、新たな措置、制度ということもございまして、複数の

事業者が一斉に申請をすることも考えられます。その場合、審査に多くの時間を要するこ

とも想定されますので、審査に向けて、例えばですけれども、事前に相談を受けるような

時期を長期間設けていただくなど、御配慮いただければと思っております。 

 私からは以上でございます。ありがとうございました。 

○若尾座長  どうもありがとうございました。 

 柿本委員、よろしくお願いいたします。 

○柿本委員  私からは、二点、運用についてと、周知に関して、でございます。 

 市民の立場といたしまして、丁寧で迅速な運用を希望いたします。その際、事業者、業

界全体、行政の連携がますます重要になるかと思いますので、ここのところはぜひ丁寧に

していただきたいと思います。 

 二点目、ほかの委員からも出ておりますが、例えば資料１の、幅広い周知ですとか、資

料２の27、講習会の開催のところ、チラシ・ポスターなどでのお知らせと書いてあります

けれども、市民の立場からいたしましても、例えば講習を受けた個人事業主などが、原則

名前を公開すると出ておりましたけれども、自分がお願いする事業者が、ちゃんと講習を

受けているのかどうかという確認が可能になりますので、業界、事業者宛てだけではない

幅広く丁寧な周知を希望いたします。 

 以上でございます。 

○若尾座長  どうもありがとうございました。 

 それでは、太陽光発電協会様より手が挙っていますが、山谷オブザーバーでよろしいで

しょうか。 
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○山谷オブザーバー（代理・田所）  太陽光発電協会の田所と申します。本日は、事務

局長の山谷の代理として参加しております。よろしくお願いします。 

○若尾座長  よろしくお願いいたします。 

○山谷オブザーバー（代理・田所）  まず、事務局様におかれましては、いろいろと御

説明をありがとうございます。また、小規模な再エネ発電設備に関する保安規律の適正化

に向けて、電事法の改正等に御尽力いただきまして大変感謝いたします。 

 太陽光発電設備等の再エネの主力電源化のためには、安心・安全で長期安定稼働が可能

な発電設備である必要がありまして、その意味でも、今回の方向性については賛同いたし

ます。その上で、資料２についてコメントをさせていただきます。 

 まず、１つ目の「保安規律の適正化」ですが、２ページ目におきまして「技術基準の適

合維持義務」と「基礎情報の届出」につきましては、既存の、既設の発電設備も対象にな

ります。特に技術基準の適合維持義務については、これを課すことの周知徹底は当然必要

ですが、それによって発電所の規模によらず、よりよい状態を作ることができると考えて

賛同いたします。 

 次に、３番目の「基礎情報届出の詳細設計」及び「使用前自己確認の詳細設計」のとこ

ろですが、新規の発電設備に関しては、現在の低圧発電設備では、運転開始の直前に行政

の方に書類等を届け出るシステムはありません。したがって、発電事業者からの基礎情報

の届出や使用前自己確認の書類の行政への届出が確実に行われた後に運転開始あるいはＦ

ＩＴ等の売電費用が支払われる仕組みの検討をお願いしたいと思います。 

 また、20ページ目に、「使用前自己確認制度の拡充」について、50キロワット以上500キ

ロワット未満の太陽光発電設備の新設について、使用前自己確認を求めること、構造的リ

スク等の支持物の確認項目の拡充についても、保安規律の適正化のために賛同いたします。 

 さらに23ページにつきまして、小規模事業用電気工作物の使用前自己確認の確認項目に

ついて、負担軽減のために、事務局からも御説明のあったとおり、確認項目の削除や確認

方法の簡略化の御検討をお願いしたいと思います。 

 特に小規模事業用電気工作物のパワコンにつきましては、多くが第三者認証機関による

認証品であるため、電気的リスクの確認につきましては、そこで担保できると考えていま

すので、確認項目の簡略化が可能と考えております。 

 あと、最後に５番目の「制度周知・講習会の開催」につきましては、我々も協力させて

いただきますので、ぜひお声をかけていただければと思います。 
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 以上になります。 

○若尾座長  どうもありがとうございました。 

 そのほか、御意見よろしいでしょうか。 

     （発言等：なし） 

 ありがとうございます。 

 活発な御議論をいただきまして、どうもありがとうございました。 

 これまでの議論を踏まえまして、事務局から補足説明等ございましたらお願いいたしま

す。 

○田上電力安全課長  事務局の、電力安全課の田上です。 

 まず、資料１「電事法の改正」に当たりまして、附帯決議や国会審議の中でもろもろ指

摘がございました件につきましては、電力総連の岡崎さんや電事連の菅さんからも、そう

した趣旨をしっかり踏まえて、ということの御指摘がございましたので、これは、もちろ

ん国会の御審議を踏まえてしっかり対応してまいりたいと思います。 

 また、施行に当たりまして、認定高度保安実施設置者につきましては、事業者さんの準

備もあることでございます。こちら、資料１の２ページ目、これは、ほかの高圧ガス保安

法やガス事業法でも同様の認定制度を導入します。そうした観点で、認定の要件のところ

については、基準、できるだけそろえられるところはそろえていきたいと思いますし、そ

れぞれ電力分野独自のところもある可能性もございますので、それについては、基本的な

考え方を３法で整理をした上で、それぞれまた本ワーキングを初め、引き続き検討をして

いきたいと思います。 

 また、事前相談、これは検討していきたいと思います。 

 それから、これは大関先生や西川先生からもありましたかね、あと柿本先生からもあり

ましたが、制度の運用をしっかりすることと、周知をしっかり図ること、市民に対しても

しっかり幅広い周知を、といった御意見がございました。 

 これは、役所だけでできることも限られておりますので、太陽光発電協会さん初め、よ

り国民の皆様にデリバーできるように周知・広報については行っていきたいと思います。 

 あと、分割対策のところも、これは、事業規制と、今回の保安規制で、両方から規制を

入れる形にいたしましたので、ここはしっかりやっていきたいと思います。 

 ＦＩＴという形で国民の皆様からお金をいただいているところでございますので、適正

に規律が図られるよう、保安規制のほうからもしっかり対応してまいりたいと思います。 
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 事務局からは、取りあえず以上でございます。 

○若尾座長  どうもありがとうございました。 

 それでは、電気保安制度ワーキンググループといたしましても、事務局の御説明のとお

り、資料２の内容につきまして了承したということでよろしいでしょうか。特にそのほか、

御意見、ございませんでしょうか。 

     （発言等：なし） 

 ありがとうございます。 

 それでは、資料２に関して御了承いただいたということで進めさせていただきます。 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、続きまして、資料３に基づいて、議題３「登録適合性確認機関に係る制度設

計」について、事務局より御説明をお願いいたします。 

○田上電力安全課長  事務局の電力安全課の田上です。資料３と４を続けて説明させて

いただきたいと思います。 

 まず、資料３「登録適合性確認機関に係る制度設計」でございます。 

 １ページをお願いします。今回の電事法の改正によりまして、専門的な知見を有する事

業者の方を「登録適合性確認機関」として位置づけをいたしまして、設置者の方が経産省

へ工事計画をお届けいただく前に、この登録適合性確認機関で技術基準への適合性を事前

に確認する制度を創設することとしたいと考えています。 

 この登録適合性確認機関制度の対象は、当面は風力発電設備に限定をしたいと考えてい

ます。３ページのところの電事法では、「事業用電気工作物であって荷重及び外力に対し

て安全な構造が特に必要なものとして経済産業省令で定める特殊電気工作物について」と

いうことで書かれていますが、当面は風力に限定をしたいと思います。 

 登録適合性確認機関については、風力発電に特有の設備（ナセル、支持物、基礎等）に

係る技術基準適合性を確認いたしまして、技術基準に適合することが確認できた場合は、

その旨を記載した証明書を確認機関から出していただくことにしたいと考えています。 

 続いて２ページでございます。「登録適合性確認機関制度に係る登録手続とその論点」

でございます。 

 我々としては、風力発電設備の性能を評価可能な高い専門性を有することと、公平・中

立に審査ができるという観点から、登録適合性確認機関を厳格に審査してまいりたいと考

えています。 
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 この確認をして登録をした後に、登録適合性確認機関は経産省に業務規程の届出をして

いただいて、実際に確認業務に当たっていただくことになります。登録更新の時期は、こ

れは政令で３年を下らない期間となっておりますので、その範囲の中でやっていただく形

になります。しっかり公平・中立にやっているのかといったところを確認していくために

機動的に立入検査を行いまして、登録機関において適切に審査ができているかどうかを担

保してまいりたいと思います。 

 また、運用に当たっては、技術基準への適合性確認審査の迅速化や技術基準の不断の見

直しも図っていく必要がございます。特に技術革新は非常にテンポが速い分野でございま

すので、規制もしっかり見直しをしていく必要があるかと思っています。 

 ３ページは、関係する条文でございます。 

 ４ページ、「適合性確認を行う能力の適正な評価」、評価を行うときの評価軸でございま

す。先ほどから申し上げていますように、技術基準に適合していると認められる場合は、

登録適合性確認機関は証明書を発行することになります。こうした事務を的確に実施して

いくために、確認機関には、信頼性のある証明書を発行できる組織体制と、風力発電設備

に関する技術基準を熟知し、設備の安全性を総合的に評価できる能力、この２つの能力が

しっかり備わっていることが必要かと考えています。 

 登録審査に当たりましては、「組織体制」については、左側の製品認証機関の認定とい

った客観的なエビデンス、またコンプライアンス体制の確保、欠格条項に該当しないかど

うかといったところを確認してまいります。 

 また「評価能力」については、登録審査における適用基準（ＪＩＳやＩＥＣ、風力発電

技術基準）への準拠とか、申請者の過去の技術評価の実績といったところを重点的に確認

してまいりたいと考えております。 

 続いて、６ページです。「登録適合性確認機関の公平性・中立性の担保」でございます。 

 確認機関は、国による工事計画の審査の一部を担っていただくことになります。したが

って、その審査の信頼性が揺らいではなりませんので、公平かつ中立的な立場から確認業

務を行う体制を継続的に確保していただくことが重要でございます。 

 したがって、我々としては、登録機関の登録要件に適合しているかどうかといったとこ

ろを厳格に審査するだけではなくて、確認業務を開始した後も立入検査を実施し、国で監

督を確実に実施してまいります。 

 業務規程の中で、そうした適合性確認プロセスをしっかり明記していきたいと考えてい
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ます。 

また、事業者さんから、適合性確認プロセスに対して、どれぐらいの時間がかかるのか、

標準業務処理期間を明確にしてほしいといった御意見をいただいておりまして、規制改革

会議からも、そうした御指摘をいただいているところでございますので、今回、業務規程

の中で、下から５つ目のところにありますが、「登録適合性確認の業務の公平かつ的確な

実施を確保するための措置」のところで、標準業務処理期間についても明確にしていただ

きたいと思います。 

 また、公平性・中立性の確保ということで、職務規程におきまして、役職員の不正等の

防止規定を置いていただきたいと考えています。 

 こうした業務規程や職務規程などに公平性・中立性の担保策を盛り込んでいただいたに

もかかわらず不正な事案が発覚した場合は、業務改善命令や、場合によっては登録の取消

しといったところも、これは躊躇なくやっていきたいと思います。 

 ７ページ、これは、業務規程に関する改正電事法の条文になります。下のところは、登

録安管審機関における業務規程の省令記載の規程事項になります。 

 ９ページ、「審査の迅速化」でございます。洋上風力の設置に当たりましては、工事計

画の届出だけではなくて、港湾法や船舶安全法の事前審査も必要になります。 

現在の運用ベースですが、第三者認証機関が発行されるウインドファーム認証を、工事

計画審査の参考情報として活用しているところですが、ウインドファーム認証を発行して

いる海事協会さんでは、港湾法の登録確認機関である沿岸技術研究センターと合同で審査

書類を共通化して審査を行っているところでございます。 

今後、登録適合性確認機関に対しても、審査迅速化の取組を求めていきたいと考えてい

ます。 

10ページ、「技術基準の不断の見直し」でございます。風力発電導入拡大、設備が大型

化していくとか、関連技術の進歩が見込まれることで、それぞれの機関に対する厳格な登

録審査に加えまして、適合性確認の適用基準の妥当性を定期的に確認してまいりたいと考

えています。 

登録機関が実施された評価実績の内容を定期的にサンプリングいたしまして、経産省で

確認をしてまいります。また、学識経験者から構成されますアドバイザリーボードを設置

いたしまして、技術革新の動向に照らした規制や確認方法の妥当性ということで御意見を

いただいて、技術基準や登録審査基準の継続的な見直しに活用する仕組みを導入させてい
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ただきたいと考えています。 

続けて、資料４を説明させていただきます。 

前回（10回）の本ワーキングにおきまして、再エネの統括制度の見直しについて、配置

要件の見直しについて御説明をさせていただいたところでございます。 

５万ボルト以上で電力系統へ接続する大規模な再エネ発電設備について、第２種の主任

技術者の方を選任する必要があるところを、一定の要件に合致する場合は、「統括制度」

が利用できるようにするというものでございます。 

この説明をさせていただいた際に、安田委員から、洋上風力、そもそも２時間、気象が

荒れているようなときは無理ではないかといった趣旨のコメントをいただいたと認識して

います。統括制度の要件の中には、「発電所へ２時間以内に到達できる距離に事業所があ

ること」という条件が課されていますが、御指摘のとおり、洋上風力については、荒天に

より船を出せない場合にまで、２時間以内で現場急行を求めることは現実的ではないと考

えております。一方で、天候が回復した後に、例えば風車が事故を起こしてブレードが飛

散してしまったという場合に、船舶がこうしたブレードに衝突してしまうといった公衆災

害は防止する必要がございます。 

こうした状況、リスクなども見据えて、現在、主任技術者制度に関して、抜本的にしっ

かり見直せといった御意見を、これは規制改革会議などからもいただいています。今年の

６月に閣議決定された規制改革実施計画に「今年度中に主任技術者制度のあり方を検討し

結論を得る」ということでございます。 

洋上風力発電所の主任技術者の統括制度のあり方についても、実態や全体の見直し方針

との整合性なども踏まえながら、改めて整理をしてまいりたいと思います。 

事務局から、説明は以上です。 

○若尾座長  どうもありがとうございました。 

 それでは、資料３、資料４に関して、事務局の今の御説明に関して、御質問、御意見等

ございましたら、挙手機能で御発言の御意思をお示しいただければと思います。よろしく

お願いいたします。 

 それでは、安田委員、お願いいたします。 

○安田委員  京都大学の安田です。短くコメントをさせていただきます。 

前回の私の発言につきましても、洋上風力という新しい技術に対して、このような配慮

と言いますか、考慮していただきましてありがとうございました。現実に即したルール適
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用になるかと思います。 

 ありがとうございます。 

○若尾座長  どうもありがとうございました。 

 それでは、委員の方から先に御指名させていただければと思いますが、渡邉委員、お願

いいたします。 

○渡邉委員  ４ページの、「適合性確認を行う能力の適正な評価」について、御説明

いただきましたが、この中の、「評価能力」というところに、１つ目のチェックポイント

として、「電気事業法の69条に該当する学歴ないしは実務経験」というところがあります

が、この中で、あまり詳しくはないですが、電気工学、土木工学、機械工学あるいは建築

学の項目がございますが、現在では、科目の統廃合などにより垣根がなくなってきている

ので、電気工学の分野、土木工学の分野がどういった範囲なのかが変化していると考えま

す。例えば、電気主任技術者の認定制度がございますが、その中のどういった項目が満足

されていれば電気工学を学んでいると言えるというようなところを、はっきりしたほうが

いいのではないかという点と、またそれも含めて、このような評価能力の中に主任技術者

や土木あるいは機械、建築に関係した有資格者プラス実務経験という項目も、考慮してい

ただいたほうが、より実質的な能力評価の内容になるのではないかと考えております。 

 これが、この項目のコメントです。 

 それから、資料４につきまして、御説明いただきましたが、台風や、そのほかの条件で

海が荒れているときに２時間で洋上に行くというのは、これは非常に難しいことだと考え

ますので、適用するのは結構だと思います。 

 それにプラスして、現在ではドローン技術だとか、ドローンの操縦者なしで自動運用で

きるなどの技術も開発されているようですので、荒天の条件では飛べないときもあるかも

しれませんが、様々な自動化技術を利用して、一番荒天時の、２番目の●に「ただし、設

備の被害状況を確認しておき」という項目の中に、「ドローンなどを活用して」、あるいは

「定点カメラなどを活用して」など、被害状況を確認する方法も含めた内容を含んでいた

だければ結構かと思います。 

 この内容もコメントでございました。 

 ありがとうございました。以上でございます。 

○若尾座長  どうもありがとうございました。 

 それでは、続きまして、坂本委員、お願いいたします。 
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○坂本委員  ありがとうございます。坂本です。御説明ありがとうございました。資料

３についてコメントさせていただければと思います。 

資料３の４番の内容については賛成でして、コメントとなります。 

 特に洋上風力発電を大規模に導入していくに当たって、電源を開発する側だけではなく

て、その審査を行う側の体制の拡充ですとか、その技術力の継続的な向上が重要であると

考えております。 

 ですので、その観点から、まず４ページについてですけれども、新規にこういった確認

機関を立ち上げるような申請があった場合に、体制や能力の評価をしっかり行うことは大

前提ですけれども、一方で、その評価が過度に厳しくなったり、確認に必要以上に時間が

かかったりするようなことがなく、その十分な体制と能力を有する組織であれば参入でき

るように運用していくことをお願いしたいと思います。 

 また、６ページについて、先ほどの御説明の中で、標準業務処理期間に関するお話があ

りまして、迅速な評価を進めていくためにどれぐらいかかるかということを公表していく

と効果がある場合もありますので、そのこと自体は賛成ですけれども、一方で、適合性確

認が技術的に難しいような案件を引き受けた場合ですとか、また、確認機関側ではなくて

申請側の何かしらの問題によって、その期間が延びてしまうケースというのも出てくるの

ではないかと、ちょっと想像しておりまして、ですので、そのような案件があった場合に、

処理期間だけ見ると、確認機関の実力がきちんと見えてこないこともあり得るかなという

ことも、少し懸念として感じられましたので、もし可能であれば、特段の理由がある場合

には、そちらも合わせて公開するなどの、その確認機関の実力がきちんと見えてくるよう

な方法を御検討いただけるとありがたいと思いました。 

 最後になりますけれども、10ページの「技術基準等の継続的な見直し」も賛成で、知見

の積み重ねですとか、新しい技術を取り入れていくことも重要だと思いますので、この点

もぜひお願いできればと思います。 

 以上です。 

○若尾座長  どうもありがとうございました。 

 それでは、続きまして、日本風力発電協会様から手が挙がってございますけれども、吉

村オブザーバー、お願いいたします。 

○吉村オブザーバー  ＪＷＰＡの吉村でございます。コメントをさせていただきます。

資料３、資料４それぞれコメントがございますので、よろしくお願いします。 
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 まず資料３ですけれども、登録適合性確認機関制度の創設ということで、専門家会議と

審査機関での技術審査の重複を解消していただくことは、非常にありがたいと思っており

ます。 

 この審査機関、確認機関につきましては、２ページ目のところで、「高い専門性を有す

る」、それから、「公正・中立な審査を行うことができる」ということを記載いただいてお

ります。 

 私どもとしては、一番近いところにおられるのは、やはり認証機関さんかなと、もちろ

ん認証機関に限るようなことではないとは思っておりますけれども、やはりそういうとこ

ろが一番近いところにおられるのかなという印象を持っているところでございます。 

 これは、単純にコメントでございます。 

 それから、もう一つ資料４でございますけれども、こちらは、私どもも、現状のルール

をそのまま適用すると、非常に厳しいと思っておりまして、こちらも見直しをしていただ

くということで、非常にありがたいと思っております。 

 今後、どのような内容を見直すかということを、具体的に御提示いただけるとは思って

おりますけれども、私どもが思っていることを、ちょっと述べさせていただきますと、ま

ず、２時間以内に到達できるところ、「発電所に」と書いてございますけれども、一方で、

風力発電規程では、洋上風力発電所の範囲を、当然洋上にあります風車もですけれども、

変電所であるとか、一番陸に近いところでいくと、陸上の設備も含めて「洋上風力発電

所」という定義になっております。 

 それで、これを、洋上発電所へ２時間以内にと言ったときに、そのどこに到達すれば、

その趣旨を全うできるのかというところも、よく見る必要があるのかなと考えております。 

 それから、荒天により船を出せない場合も、当然でございます。作業員の安全確保とい

う意味では、無理して出すのは、かえってよろしくないことになると思っております。 

 その一方で、将来的なことを考えますと、洋上風力の沖合展開、浮体式がどんどん出て

くるようなことになりますと、どんなに頑張っても、海が穏やかなときでも２時間以上か

かってしまうようなことも出てくるのではないかと思っております。 

 それで、福島沖にありました風力発電所の実証の設備ですけれども、あそこに行くにも

船で１時間半から２時間ぐらいかかると聞いております。そうなると、海が平穏であって

も２時間以内に到達できるかどうか、非常に危うくなってくるようなところで、そういう

時間的な要件も、先ほどの「どこに」というのと「どれぐらい」というところが、今後議
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論のポイントになってくるのかなという印象を持っているところでございます。 

 資料３、資料４の内容、今後、種々御検討されると思いますが、私どもも業界団体とし

て、御協力させていただきたいと思っておりますので、今後ともよろしくお願いいたしま

す。 

 以上でございます。 

○若尾座長  どうもありがとうございました。 

 それでは、続きまして、曽我委員、お願いいたします。 

○曽我委員  私からは、資料３の「登録適合性確認機関制度」について、コメントをさ

せていただきたいと思います。 

 まず、この制度は、国に代わって技術基準への適合性を確認するという、この確認機関

が非常に重要な役割を担う制度と理解をしております。陸上だけでなく洋上風力発電の導

入拡大という、まさに今、再エネの主力電源化を進めるに当たって、非常に重要な発電設

備に関連する制度ということで、その安全性を確保する観点からは、この登録機関が担う

責務は、とりわけ重要性が高いものとなると認識をしております。 

 事務局から御説明がありましたとおり、審査の公正性・中立性が重要性を帯びてくると

いう点は、全くおっしゃるとおりだと思っておりまして、全面的に賛同をいたしたいとこ

ろでございます。一方で、従前、公務員というか経産省様で担われていた業務を民間で対

応するということで、中立性・公正性が、それと同等のものと言える程度に確保できるの

かという点については、今後も慎重な検討を要するのではないかと思っております。 

 公務員ですと、例えば国家公務員倫理法ですとか、刑法上の贈収賄等に関する規定など

がありまして、不正が働きにくい建付になっているとは思います。今般も、組織体制でコ

ンプラ体制の確保や、業務規程の中で役職員の不正防止措置を規定するということで、も

ろもろの手だては想定されているとは理解をしています。ただ、一方で、本当にこれで十

分なのかというところが、万が一何かあったときに、安全性に大きな影響、悪影響を及ぼ

してしまうことも勘案しますと、これらの制度で十分かどうか、あるいはこれらの制度を

運用上、留意すべき点がないかというところは、慎重に検討していく必要があると思って

おります。 

 その上で、この登録機関が、今後どの程度、どのぐらいの数の機関が登録をされるのか

も、若干気にはなっております。登録機関が、例えば１つ、２つとかだと、こういった不

正をすることで、業務改善命令とか登録取消し等に至った場合には、実務が回らなくなっ
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てしまう可能性もあると思われます。 

 そうしますと、こういった公正性・中立性のための制度運用を躊躇してしまう部分が出

てきてしまわないか、懸念されるところです。私の理解が及んでいないところもあるかと

思いますけれども、登録機関として、どのぐらいの数が想定されているのかという点も、

可能な範囲で伺えればと思っております。それなりの能力なり体制が求められるというこ

とは、あまり数多くの機関が登録されるというのも、なかなかハードルが高いという点も、

少し気になっております。 

 私からは以上でございます。 

○若尾座長  どうもありがとうございました。 

 続きまして、大関委員、お願いいたします。 

○大関委員  産総研の大関です。資料３について、教えていただきたいのですが、今回、

洋上風力ということで、これに関して、私から特段のコメントはなくて賛成ですけれども、

この仕組みは、行政の負担をかなり減らせるようなツールとして有効に使えるのかなと思

っています。 

 確認は、今回、特殊電気工作物というのを省令か何かで特定するのだと思いますが、こ

れを現状、洋上風力としていて、それ以外の発電設備についても、必要に応じてできるの

かを確認させていただければと思います。 

 併せて、適合性の確認は、今回、工事計画届けのところが中心だと思いますが、それ以

外のところでも法令上は対応できるのか教えていただければと思います。今回の趣旨とし

ては、技術的に難しいから外部に、というところもありますけれども、ほかの電源、特に

太陽光に関して、行政のサポートとしては、数が多いから外に出すというところでも、こ

ういう仕組みは使える可能性もあるかなと思っていますので、お聞きするところです。 

 以上になります。 

○若尾座長  どうもありがとうございました。 

 そのほかいかがでしょうか。――よろしいでしょうか。 

     （「なし」の声あり） 

 ありがとうございます。 

 活発に御議論をいただきまして、どうもありがとうございました。コメント以外に質問

も幾つか含まれていたと思いますけれども、これまでの議論を踏まえまして、事務局から

補足説明等ございましたら、よろしくお願いいたします。 



- 32 - 

 

○田上電力安全課長  電力安全課の田上です。御質問いただいた点から回答したいと思

います。 

 まず、曽我先生から、登録機関に対する不正防止策のところについて御質問がございま

した。中立性をどうやって確保するのかといったところと、あと、登録機関としてどれぐ

らいの数があるのかといったところだったと思います。 

 まずは１点目、不正防止策のところについては、これは、国会審議のときには、あまり

御質問等はなかったのですが、先生方から御指摘いただいたところでも、曽我さんと全く

同じような御意見をいただいたこともございます。 

 こちらについては、御指摘のように、我々国家公務員の場合は、その倫理法や刑法の贈

収賄の規程が適用されますので、一定の規律が働いているところはございます。一方で、

この登録適合性機関、民間の株式会社や社団法人なども想定しておりますので、そういっ

た方々に対する規律はどうやって図っていくのかといったところについては、業務規程の

中と職務規程のところで不正等の防止措置を規定するという形にしております。 

 こちらについては、公益法人改革の見直しの中でも、国の業務を外に出す場合にはこう

した措置を講ずること、ということで閣議決定されたところがございますので、まずは、

こうしたルールに基づいてやっていただくのかなと思っています。 

 これだけでは、ちょっと対応できないといったところになると、制度の中にみなし公務

員規定を置くとか、そういったところも検討していかないといけなくなるかもしれません

が、まずは、職務規程の中で不正防止策を措置したいということでやりたいと思います。 

 また、登録適合性確認機関はどれぐらいの数があるのかといったところでございます。

これは、ＪＷＰＡさんからも、認証機関が近いのではないかといった御示唆、御指摘もご

ざいました。私どもも同じような考え方を持っておりまして、既にウインドファーム認証

をやられているところが、海事協会さんとビューローベリタスジャパンさんがございます

ので、予断はできませんが、複数の事業者が登録をされるのではないかと考えております。 

 また、産総研の大関委員から御指摘がございました、この仕組みは風力以外のところに

も適用されるのかといったところでございますが、まずは風力を念頭に置いております。

数が多い設備の技術基準への適合性確認のところ、太陽光などにも適用することはあり得

るのかといった御指摘でありますけれども、今のところ、太陽光は現行の制度の中で回っ

ているのかなと思っていますが、今後、例えば特殊な太陽光がたくさん出てくるようなこ

とがあれば、特殊電気工作物の対象を風力から太陽光にも広げていくというところも、議
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論としてないわけではないかと思っています。 

 あとは、コメントをいただいたところでございますが、２時間ルールの見直しのところ

については、これは業界の方々や、このワーキングでもしっかり議論をしていきながら進

めていきたいと思っています。 

 また、坂本委員からありました審査する側の十分な体制・能力があるかどうかといった

ところも重要な論点かと思います。これは、私どもも含めて登録機関のチェックができる

ような体制も必要かと思います。 

 標準業務処理期間については、これは、特殊な案件であれば、どうしても延びてしまう

ような場合がございますので、あくまで事業者さんの予見可能性を確保する上で、一定の

目安を示すことで、標準業務処理期間を設定していきたいと思いますので、特段の理由が

あった場合は延びてしまうことも、これはあり得るわけでございますので、そうしたケー

スの公開については、また御相談をしていきたいと思います。 

 ほかに事務方からありますか。――大丈夫ですか。 

     （「なし」の声あり） 

 それでは、事務局からの補足説明は以上でございます。 

○若尾座長  どうもありがとうございました。 

 それでは、電気保安制度ワーキンググループといたしましても、事務局の説明のとおり

資料３、資料４の内容につきまして、了承したということでよろしいでしょうか。 

 御意見がございましたら、お願いいたします。 

 坂本委員、お願いいたします。 

○坂本委員  ありがとうございます。今お答えいただいて、一点、自分のコメントにつ

いて補足したいのですが、先ほどの標準業務処理期間の点については、特別な場合に理由

を公表していただくという言い方をしてしまったかもしれないのですが、むしろ特殊な案

件は、かかった時間を公開しなくても構わないとか、そういう方向で大丈夫ですので、特

別な理由を公開してほしいということをお願いしたかったものではなくて、何かしらで時

間がかかったときの評価といいますか、外から見える形で、不利にならないように配慮し

てだければ十分ですので、公開について検討いただきたいという点は取下げたいと思いま

す。 

 よろしくお願いいたします。 

○若尾座長  追加での御説明、どうもありがとうございました。 
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 そういたしましたら、改めて電気保安制度ワーキンググループといたしましても、事務

局の説明のとおり、資料３、資料４の内容につきまして、了承したということでよろしい

でしょうか。 

 御意見等ございましたら、よろしくお願いいたします。――よろしいでしょうか。 

     （「なし」の声あり） 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、資料３、資料４の内容につきましても、御了承いただいたということで進め

させていただきたいと思います。 

 ありがとうございました。 

 それでは、本日の議題は以上となります。最後に、事務局から事務連絡があれば、お願

いいたします。 

○田上電力安全課長  電力安全課の田上です。次回のワーキングの日程につきましては、

座長とも御相談の上、後日調整をさせていただきます。 

また、今回の議事録につきましては、委員の皆様に御確認いただき、後日、経済産業省

のホームページに掲載をいたします。 

 本日はどうもありがとうございました。 

 事務局からは以上になります。 

○若尾座長  どうもありがとうございました。 

本日は、皆様活発に御議論いただきまして、どうもありがとうございました。 

 以上をもちまして本日の会議を終了といたします。 

 

                                 ――了―― 

 

 


